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はじめに  

 

現在の日本にはプレハブ住宅（１）と呼ばれる住宅が普及している。戦後、プ

レハブ住宅は、住宅不足とそこから発生する旺盛な住宅需要を背景として、わ

れわれの住生活の向上に大きな役割を果たした。これにより、プレハブ住宅メ

ーカーは大きな発展を遂げ､大企業へと成長したのである。  

しかし、このような状況において、新たな動きが出てきた。大手プレハブ住

宅メーカー（２）が木造住宅市場へ参入してきているのである。つまり、現在に

おいて、住宅市場全体は大きな変革期にあると言えるだろう。本稿では、以上

の問題意識のもと、住宅メーカーのトップである（株）積水ハウス（以下積水

ハウス）の木造住宅（３）への参入のケースを取り上げる。そして、このケース

をもとに、現在の住宅市場における変革の実体を掴んでいくとともに、今後、

住宅市場および国家的な住宅政策が示すべき方向性について考察していきたい

と思う。尚、本稿は諸文献、諸統計、記事を参照するとともに、新宿マインズ

タワー20F の積水ハウス東京支社応接室にて行ったインタビュー（2001 年 8

月 2 日、10 時～11 時 30 分、担当者は三好氏・井上氏の計 2 名）に依拠してい

きたいと思う。  

 

第 １ 章  積 水 ハ ウ ス の 歴 史  

 

第 1 節   積 水 ハ ウ ス の 誕 生  

  

戦後、焼け野原となった日本は住宅の整備が重要な課題となっていた。1945

年 8 月の終戦直後に発表された「住宅不足」は、我が国全体で 420 万戸にも上

ると推定されていた（４）。こうした絶対数の不足に加え、老朽化した住宅や店

舗の潜在的な建替え需要などを見込むと、戦後の建築需要は底知れぬ大きさで

あった。このような状況に対処するため、政府は 1950 年に低金利・長期返済（５）
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による個人住宅貸付や賃貸住宅貸付の資金提供機関である住宅金融公庫を設立

する。また、1955 年には日本住宅公団を設立する。これは、「住宅不足の著し

い地域において､住宅に困窮する勤労者のために耐火性を有する構造の集団住

宅及び宅地の大規模な供給を行うことを目的とする（６）」ものである。このよ

うに、政府は深刻な住宅不足に対応して大量供給の政策を打ち出していくので

ある。  

 しかし、「住宅は、戦後主として政府の施策によって、不燃性耐火住宅の増大、

団地経営の増加による住環境の改善等、戦前に比して部分的には多少質的に向

上した面はあるが、全般的に言ってまだ量的及び質的に戦前の水準に及ばず、

とくに大都市においては、年々の著しい人口集中等の社会増のため、住宅難の

現象は依然として深刻である。この意味において住宅はまだ“戦後”の域を脱

していないといえよう（７）。」とあるように住宅不足は依然、深刻であった。こ

の時期、岩戸景気（８）が始まり、「国民所得倍増計画」（９）も打ち出されて、わ

が国は高度経済成長路線をひた走ることになるのである。しかし、政府が推進

したのは､鉄鋼業など各種産業であり､住宅産業だけが他の工業製品のオートメ

ーション化に比して一人取り残されていったのである（１０）。  

 このようにして、住宅の大量供給の必要性が高まっていくマーケットの推移

に一早く反応したのが、プレファブリック化により、同形態の住宅を大量に安

定的に、そして、安価に供給するための企業、いわゆる住宅メーカーである。

大和ハウス工業（１１）が 1959 年に初のプレハブ住宅である「ミゼットハウス」

（１２）を商品化し、販売したのに続き、積水ハウス産業も翌 60 年、積水化学工

業（１３）の一部門から独立し､資本金 1 億円（１４）で誕生した。  

 

第 ２ 節  積 水 ハ ウ ス の 成 長  

  

積水ハウス産業は 1961 年に A 型（１５）に次いで B 型（１６）を販売した。翌

62 年には住宅金融公庫が、住宅の工業化を促進する目的で不燃組立構造住宅の

認定制度を実施し、積水ハウス産業の B 型をはじめ、軽量鉄骨系 8 社の住宅を
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融資対象とし、1963 年には、プレハブ建築協会が設立された。このことは、プ

レハブ住宅の普及に大きな力となった。しかし、当時、好況を告げていた岩戸

景気が 61 年に終息し、金融引締めによる景気後退に伴って親会社の積水化学

工業が経営悪化したのである。このため、赤字を抱えていた子会社の積水ハウ

ス産業は、撤退の瀬戸際まで追い込まれることとなる。新社長の田鍋健氏は、

この苦境を脱するために「積水ハウス」と社名を変更するとともに、従来の代

理店販売体制から直販体制に切り替え、顧客のニーズを早く、正確に汲み取り、

商品に反映させることに成功した（１７）。また、直販体制への切り替え後、営業

部門を拡大させ、全国をカバーできる体制を構築したのである。  

 その後、積水ハウスは 1969 年に寮、アパート向き２階建の商品 H A 型を発

売し､戸建住宅だけでなく集合住宅への対応も進んでいく。この時期、集合住宅

は、首都圏とその周辺を中心として大量の需要が発生したのである。それは、

従来の「住宅不足」に加え、高度経済成長によって首都圏への著しい人口集中

が進んだことで、住宅を大量供給する必要性が更に高まったことが背景にある。

71 年に 800 戸未満であった積水ハウスの集合住宅の年間販売戸数は翌 72 年に

5000 戸に迫り、73 年には 9000 戸を越え（１８）､積水ハウスのアパート事業は

企業の中心事業として成長していくのである。こうして、産業化と都市化によ

る住宅供給不足を前提に積水ハウスは発展への基盤を構築していくことになる

のである。また、積水ハウスは 1990 年には京都に「総合住宅研究所（１９）」を

設置する。これにより、商品開発の充実が図られていくのである。  

 以上のように、積水ハウスはプレハブ住宅、特にアパート事業によって大き

く成長し、1995 年度には売上高 1 兆 2000 億円、プレハブ住宅におけるシェア

は 23.9％を占め（２０）、住宅市場において寡占企業の一角を占める地位を築き

上げたのである。  

 

第 ２ 章  木 造 住 宅 進 出 の 要 因 と そ の 意 味  

 

 以上のように積水ハウスは、プレハブ住宅、特にプレハブ集合住宅（いわゆ
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るアパート）の建築ノウハウの蓄積によって成長してきた企業である。しかし、

1995 年に積水ハウスは、それまでの蓄積した技術力の転用が利かない木造住宅

市場へと突如参入したのである。本章では、その要因と意味について記述して

いくことにする。  

 

第 1 節  政 府 の 住 宅 供 給 政 策 の 過 誤 と ア パ ー ト 市 場 の 低 迷  

 

 前述したように、積水ハウスのアパート事業は、高度経済成長期に大きく発

展し、同社の中心的事業となっていった。しかし、現在、賃貸住宅の供給過剰

により、アパート市場全体の冷え込みの影響がダイレクトに同社を襲っている

のである。この直接の要因は、政府の住宅政策の過誤であった。1992 年に、政

府は、市街化区域内農地の宅地並み課税（２１） を実施したのである。宅地並み

課税とは、農地を宅地とみなし、宅地並みの固定資産評価・課税をすることに

より、農地利用の継続を困難にする税である。この課税は、政府が高度経済成

長時代に農地を宅地化するために行った政策である。政府は、これをバブル期

の「狂乱地価」対策として 1992 年に、再び行ったのである。その結果、供給

過剰の状況を作り出してしまったのである。大量に宅地化された土地にアパー

トが建築されたことで、「状況としては、非常に市場にアパートが供給されたの

ですが、入居者はそれよりも少なかったわけです。そのため、空家が相当出ま

して、アパート不況が続いている。」（インタビューによる）のである。このこ

とは、貸家の新設着工戸数が 92 年以降、継続的に減少していることからも見

ることができる（図１）。また、次の要因として挙げられるのが、マンションの

安定供給が可能となったことである。バブル崩壊以後、地価が大幅に下落し、

それに伴い、マンションの価格が低下した（図２）ことで、アパートからマン

ションへと消費者の需要がシフトしたのである（２２）。それにも関わらず、この

ような需要のシフト、マーケット全体の動きを無視して、十数年前に収束した

はずの、高度経済成長時代の住宅供給政策を政府が、無批判的に継続した結果、

マーケット全体が現在の混乱状況に陥ったと言えるのである。  
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 このような市場の混乱を前提に、同社は、プレハブ住宅のアパートマーケッ

トへの供給体制を放棄し、その主力マーケットを戸建にシフトせざるを得なく

なったのであり、また、戸建への主力商品のシフトは必然的にこのマーケット

での主体である木造住宅商品への商品自体のシフトを余儀なくされることを意

味したのである。今、この点を既存の戸建マーケットとはどのようなマーケッ

トなのかを観察することで、理解を深めてみたいと思う。  
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図 1 「 新 設 住 宅 着 工 数 の 推 移 （ 貸 家 ）」  

（  ） 内 は 、 総 戸 数 に 占 め る 割 合 （ ％ ） で あ る 。  
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図 2 「 首 都 圏 の マ ン シ ョ ン 価 格 の 推 移 」（ 指 数 ・ 1 9 7 5 年＝1 0 0 ）  
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第 ２ 節   戸 建 住 宅 市 場  

 

 まずは、95 年度の戸建住宅持家における工法別シェアについて見てもらいた

い（図 3）。近年においても、戸建住宅市場では木造住宅が中心を担っているこ

とがわかる。日本人にとって、伝統的な住宅は木造住宅である。木材は適度の

吸湿・吸温性があり、高温多湿の日本の気候に最も適した建材である。そして、

有史以来豊富な森林資源に恵まれ、木との共生関係を形作り､その保全技術を持

ち続けた日本人にとって（２３）、木肌や木の香りは、寛ぎと安らぎを与えるので

ある（２４）。積水ハウスも認めるように「日本人はなかなか木の匂いから脱却で

きない。」（インタビューによる）のが現状である。また、木造住宅は一般的に

言われているように、価格も安く、その最大の利点は、増改築や補修が低コス  

トでできることである（表）。  

 これらの要因によって、現在の戸建住宅市場においては、木造住宅志向が強

いのである。そのため、プレハブ住宅のシェアが上がったとはいえ､木造住宅市

場は揺るぎないマーケットとして存在しているのである。このような、戸建住

宅市場の現状のなかで、積水ハウスが戸建住宅事業を中心事業としていくため

には、全住宅におけるシェアが約 2 割でなおかつ、大手メーカーとの競合も厳

しいプレハブ住宅だけでなく、プレハブ住宅の 3 倍以上の市場が存在している

木造住宅市場でシェアを獲得していく必要性があったのである。そのため、積

水ハウスは 1995 年にシャーウッド商品を開発・販売し､木造住宅事業に進出し

た。売上高も順調に伸びており､ポートフォリオ分析（図４）からも明らかであ

るように、今後、積水ハウスの中心事業は、プレハブから木造住宅事業にシフ

トしていくことだろう。  
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図 3  「 戸 建 持 家 工 法 別 シ ェ ア （ 1 9 9 4 年度）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎優れている ○普通 ▲劣っている  

表 「 住 宅 工 法 別 比 較 」  

 

        

                   

                                                                                                                                                                        

構 造  価 格  自然災害・耐火性 増改等のしやすさ  

木 造 在 来 工 法  ◎ ○ ◎ 

プレハブ工法 ◎ ◎ ▲ 

鉄 骨 構 造  ○ ▲ ▲ 

鉄筋コンクリート造 ▲ ◎ ▲ 
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図 ４ 「 積 水 ハ ウ ス 商 品 ポ ー ト フ ォ リ オ 2 0 0 1 年 1 月」  

 

第 ３ 章  住 宅 政 策 の 現 状  

  

 以上のように､積水ハウスに代表される住宅メーカーは、住宅マーケット全体

の大きな動きに敏感に対応することで､事業本体を最適な商品ミックスにおこ

うと努力している点が理解できるのである。アパート事業から木造戸建事業へ

の主力商品のシフトの事情は、このことを如実に物語るものであり、また、こ

の動向は政府による住宅供給政策の枠組みに大きく規定されていた点も明らか

となったのである。つまり、今後、日本の住宅が量から質へのシフトを進め、

良質な住宅ストック（２５） の形成を行っていくためには、マーケットの動向に

適合する政府の適切な住宅政策が鍵になるということが分かってきた。そこで、

本章では、政府の住宅政策の現状について考察していきたい。  

  

前述したように、戦後､政府は住宅政策の一環として住宅金融公庫、住宅公団

を設立し､日本が「住宅不足」に喘いでいた時代に大きな役割を果たしたのであ

る。しかしながら、このような戦後の「住宅不足」を前提にした住宅供給は､

それから、50 年経過した現在においても、存続してしまっているのである。こ
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れらを中心に見ていくことで、現在の住宅政策がどのように展開されているか

を見ていきたいと思う。  

まず、住宅金融公庫であるが、現在､日本最大の住宅関連金融機関に成長して

いる。そして、その役割を変えずに、年間 55 万戸もの住宅に融資を行ってい

る。しかし、420 万戸も不足していた日本の住宅事情は、今や逆転し、前述し

たように余剰の時代に入っているのである。住宅不足を解消した時点で、本来

なら、住宅金融公庫は融資事業から撤退しても良かったのである（２６）。しかも、

現在の住宅金融公庫は、壮大な利己矛盾に陥っている。超低金利の現在､住宅金

融公庫が財政投融資から調達している資金の平均金利は 4.2％、貸出し平均金

利は 1.7％で、平均 0.5％の逆ザヤ損を出し続けている（２７）。つまり、融資す

ればする程、赤字となっているのである。そして、この赤字は、補給金という

項目で補填されている。この補給金は国の一般会計、つまり国民の税金である。

また、単年度のフローで補給できない損失は、特別損失金として計上される。

これも、いずれ国民の税金によって補うのである。このように、住宅金融公庫

は、国民の税金を浪費しながら、需要と供給のバランスが崩れ､既に供給過剰に

陥ったマーケットに対し「さらなる無駄な供給」のための融資を続けていると

も言えるのである。  

また、日本住宅公団も同様の状態にある。日本住宅公団は 1955 年に設立さ

れ、当時の絶対的な住宅不足に対処するため、公団住宅を大量に供給していた。

そして、現在、日本住宅公団は、81 年住宅・都市整備公団への発展を経て、都

市基盤整備公団（２８）と名称を変えている。現在、都市基盤整備公団は、賃貸

住宅の供給及び、土地・債権の流動化をはかる土地有効利用事業を行っている。

余剰住宅が 600 万戸以上あり、賃貸住宅の 1 割強が空家になっている時代に、

都市の高額な土地の購入コストを負担しながら､賃貸住宅を供給し続けている

のである。また、この機関は、各地の遊休地を買い集め､民間企業に売却し、マ

ンションや商業施設の建設などによる再開発を促す土地有効利用事業も行って

いる。そして、この土地購入を決定するのは､土地有効利用事業者と呼ばれる約

500 人の担当者が行っている。この担当者を見てみると､ゼネコン業界から 51
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人、銀行から 28 人、デベロッパー1 6 人と民間企業からの出向者が目立つので

ある。つまり、ここには、癒着が存在していることが予想される。大量の劣化

資産を抱えるゼネコン企業や不動産業界の出向者が、自社に有利な購入計画を

推進していると考えられるのである（２９）。しかも、都市基盤整備公団の資金は

すべてが借入金である。2000 年度末の借入金は 14 兆 8548 億円に膨れ上がっ

ているのである（３０）。そして、その殆どが、政府系の資金である。つまり、国

民の預貯金や年金の積立金と税金である。都市基盤整備公団も、住宅金融公庫

同様、累積債務を抱えながら、「さらなる無駄な供給」を推進しているのである。  

 以上のように、政府は現在も質よりも量を重視した住宅供給政策を行ってい

るのである。それでは、なぜ、政府は現在においてもなお、税金を浪費しなが

ら住宅の大量生産を続けているのであろうか。それは、高度経済成長時代に構

築された日本の体質つまり「土建国家」的体質が現在も続いているためなので

ある。では、この、「土建国家」的な体質とは何かについて見ていくことにする。  

 石川（1983）は、土建国家のなによりの指標として土木・建設投資に傾斜し

た公共事業の大きさをあげている。そして、この巨額の公共事業が政権与党の

「政権再生産システム」として機能していることに土建国家の本質を見ている。

また、本間（1996）は、「土木国家とは、中央集権体制のもとに、巨大公共投

資を軸に土木・建設事業を中心にした諸産業が、政・官・財複合体を形成し、

主として産業基盤整備を進めることを通じて、経済社会における癒着・談合の

構造を強化しつつ、その複合体をして国家的ないし地域的規模を問わず、それ

らの経営に大きな力を有している様相の濃い国家を指す」（３１）と論じている。 

この、2 人の論説から土建国家の 2 つの特徴が浮かび上がってくる。1 つは、

土木・建設投資を中心にした公共事業が極めて大きい国という点である。別の

言い方をすると、土木・建設関連の公共投資に依存する度合いが著しく高いと

いうことである。もう 1 つは、土木・建設関連の公共事業の計画と実施におい

て、政・官・財界の結合・癒着が中央段階のみならず地方においても常態化し

ていることである。そこには、「鉄の三角形」と呼ばれるほどの強固な癒着構造

ができあがっている（３２）。さらに言えば、＜政府－ゼネコン・デベロッパー－
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金融機関＞のトライアングルができあがっているのである。（３３）このことから、

土建国家とは、第１に土木・建設関連の公共事業が大きな比重を占めるととも

に、公共事業をめぐって政・官・財の結合が強固な国家であると言えるのであ

る。しかし、「土建国家」の特徴は、この第一点のみでは言い尽くせない。もっ

と、本質的な特徴を付け加える必要がある。その特徴とは、土地が経済成長や

利潤獲得の道具とされているということである。土地は、たんに土木・建設事

業が行われる場・土台ではなく､巨大な金を生み出す「練金の場」として機能し

ているのである。それだけに、土地の所有と利用を自分たちにとって有利にす

るための政・官・財界の癒着もまた強化されるのである。これが､第２の特徴で

ある。第３の特徴としては、地域開発の名において土木・建設関連の公共事業

が拡大再生産されることである。5 次にわたる全国総合開発計画の歴史が物語

るように、日本においては大規模なプロジェクトが矢継ぎ早に打ち出され、実

施される。それぞれのプロジェクトの効果について追跡調査をし、客観的な事

後評価を下すことは皆無である。反省や見直しなしの大規模開発が繰り返され

るのである。そして、最後に第 4 の特徴は、土木・建設事業の推進に役立たな

い､あるいは邪魔になる産業や土地利用を排除することである。とりわけ、土

木・建築事業用地となる農地や市民の所有する小土地はもっぱら放逐の対象に

される。それは、市街化区域内農地に対する宅地並み課税や都市基盤整備公団

が行っているような都市再開発の名による「地上げ」等の事例を見れば一目瞭

然である。  

このような特徴を持つ高度経済成長時代に構築された「土建国家」的政策ス

タンスを現在も日本政府は展開しているのである。そのため、政府・官庁は、

土地の所有や利用、大規模な都市施設や住宅等の建設を自分たちにとってコン

トロールしやすい状況に置くために、住宅金融公庫や都市基盤整備公団などの

機関を現在もなお存在させていると考えられる。それは、もはや中央官庁と地

方自治体官僚システムの利権として既得権化され、そのためだけに存在してい

ると言っても過言ではないのである。  
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第 4 章   結 論  

 

以上のように、積水ハウスの木造住宅進出から住宅市場の変化と現在の政府

の住宅政策について見てきた。結果､政府の住宅政策は高度経済成長時代に構築

された日本の体質、いわゆる「土建国家」的な体質を要因として、住宅市場の

変化に対し、大きな乖離が生じているということが明確になったのである。今

後は、少子化によって、住宅の余剰はより進んでいくと考えられ、また、高齢

化社会の到来によって、バリアフリーなどの良質の住宅を作っていく必要性が

高まってくる。政府もこれ以上、税金を浪費しながら、住宅を今までのように

単純に増やす必要はないのである。今後､日本が豊かな住生活を営んでいくため

には、この市場と政策の乖離を埋めていく必要性があると考えるのである。  

 そのためには、住宅金融公庫や都市基盤整備公団などを廃止することによっ

て、政府を高度経済成長時代の政策スタンスから脱却させることが必要である。

もちろん、この二つの機関を全廃することだけが解決策とはならないだろう。

その解決策の一例を、2000 年に施行された住宅品質確保促進法（以下品確法）

（３４）の事例に基づいて考えていくことにする。  

これまで、住宅の耐震性、防火性などの性能表示についての義務や統一した

基準が無く、消費者が住宅の相互比較をするのは難しかったのである。そのよ

うな背景のもと制定されたのが品確法である。その柱の一つとして存在するの

が、住宅の性能表示制度である。住宅の性能表示では、ユーザーが必要であれ

ば、住宅の性能を評価する第三者機関（３５）が性能表示を確実に行っているか

を検査する。しかし、現在、住宅の性能評価機関は民間が運営し、多数存在し

ているため、評価の客観性の不透明さやコスト高は避けられない状態である。

そのために、評価を依頼してくれないという問題点が生じているのである。こ

のような機関は本来、公平性やコストを低く保つうえでも、国及び、地方自治

体などが行うべき事業である（３６）。ここに、住宅金融公庫や都市基盤整備公団

の持つ住宅評価のノウハウやデータベースを活用していくことが可能なのでは

ないであろうか。いずれにせよ、政府は量的な生産体制から質の向上に向けた
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住宅政策にシフトしていくことが必要となっている段階なのである。  

 

【注】  

（1）プレハブ住宅のプレハブとは Prefabricated の略称、住宅を工場の生産ラ

インで製造することから「工業化住宅」とも呼ばれる。  

（2）積水ハウス､大和ハウス､ナショナル住宅産業､ミサワホーム､積水化学､工

業､旭化成工業､三井ホーム､住友林業を大手 8 社と呼ぶ。  

（3）積水ハウスは 1995 年に別会社である積水ハウス木造を吸収合併し、シャ

ーウッド事業部とした。  

（4）土地・住宅行政研究会『土地対策と住宅対策』大蔵省印刷局、1982 年、

182 頁  

（5）設立当時の金利は 5.5％  

（6）土地・住宅行政研究会、前掲書、188 頁  

（7）『建築白書』建設省、1959 年  

（8）1958～61 年の好景気を指す。1955～57 年の神武景気をしのぐ大型のも

のであったことから､天照大神の天岩戸出現以来の意味でこの語を用い

た。  

（9）1960 年池田内閣が今後 10 年間に一人あたりの国民所得を 2 倍にしよう

という「所得倍増」を目標とした計画  

（10）積水ハウス株式会社『住まい文化の創造をめざして～積水ハウス 30 年

の歩み』ダイヤモンド社、1990 年、8 頁  

（11）プレハブ住宅メーカーとして設立された。本社大阪府大阪市北区梅田  

（12）6 畳タイプと 4 畳半タイプの勉強部屋  

（13）塩化ビニルなどを扱う樹脂会社として設立された。本社大阪府大阪市北

区西天満  

（14）積水化学工業、第一生命、三和銀行、大和銀行、三菱電機、丸紅飯田（現・

丸紅）、新日窒（現・チッソ）、旭化成工業が出資  

（15）積水ハウスが始めて開発した商品  
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（16）以後、積水ハウスの基礎となった商品、メーターモジュールを採用。  

（17）ダイヤモンド社、前掲書、62-67 頁  

（18）同上書、128 頁  

（19）「総合技術研究所」にはハード面の開発機関である「技術研究所」とソ

フト面の開発機関である「納得工房」が設置されている。  

（20）池上博史『図解 住宅業界ハンドブック』東洋経済新報社、1997 年、

85 頁  

（21）1992 年に生産緑地法が改正され、3 大都市圏特定市の市街化区域内農地

が、「保全する農地」（生産緑地法）と「宅地化する農地」に 2 区分化さ

れた。  

（22）建設省住宅局住宅政策課『2000 年度版住宅経済データ集』住宅産業新

聞社、2000 年、32 頁  

（23）安田善憲『森のこころと文明』 NHK 出版、1996 年、231-238 頁  

（24）『森林とみどりに関する世論調査』内閣総理大臣官房広報室  

（25）現存する住宅、すなわち既存住宅のこと  

（26）『週刊新潮』2001 年 5 月 24 日号  

（27）『週刊ダイヤモンド』2001 年４月 28 日・5 月 5 日合併号、51 頁  

（28）「地方公共団体､民間事業者等との協力及び役割分担の下に､人口及び経

済､文化等に関する機能の集中に対応した秩序ある整備が十分に行われ

ていない大都市地域その他の都市地域における健康で文化的な都市生活

及び機能的な都市活動の基盤整備として居住環境の向上及び都市機能の

増進を図るための市街地の整備改善ならびに賃貸住宅の供給及び管理に

関する業務を行い､国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与

することを目的とする」『都市基盤整備公団の組織概要 設立と沿革・目

的』（抜粋）（http://www.ude.go.jp/disclosure/history）  

（29）『週刊ダイヤモンド』4 月 28 日・5 月 5 日合併号、40-41 頁  

（30）『日本経済新聞』2001 年 6 月 9 日  

（31）本間義人『土木国家の思想』日本経済評論社、1996 年、1 頁  
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（32）足立基浩・大泉英次・橋本卓爾・山田良治『住宅問題と市場・政策』日

本経済評論社、2000 年、 119 頁  

（33）同上書、122 頁  

（34）住宅の性能表示の創設、及び、瑕疵担保責任の 10 年間の義務化を定め

た法律。住宅の性能表示に関しては共通ルール（JAS 規格、JIS 規格）

を用い、住宅相互の比較検討が可能になった。  

（35）性能評価機関は、東京電力や三菱商事、三菱総合研究所などが中心にな

ったハウスプラス住宅保証、トステムを中心にした日本住宅保証検査機

構などがある。積水ハウスもミサワホームや大和ハウス工業が中心とな

って設立された日本イーアールアイに資本参加して、2001 年より住宅性

能評価事業を展開している。  

（36）インタビューにおいて積水ハウスの三好氏も「住宅評価機関は地域ごと

で必要になると思う」と述べていた。  
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